
 

 

 

 

 

資         料 

 



１．　高岡市の福祉・保健団体一覧表

　　　　　団　　　　体　　　　名 　　代表者名 　　　事務所等所在地

高 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 尾　崎 憲　子 清水町1-7-30 社会福祉課

高 岡 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 吉　川 重　治 〃

高 岡 ま こ と 銀 行 尾　崎 憲　子 〃

高 岡 市 更 生 保 護 協 力 会 髙　橋 正　樹 〃

高 岡 市 保 護 司 会 山　本 雅　信 〃

高 岡 市 更 生 保 護 女 性 会 髙　橋 陽　子 〃

高 岡 市 連 合 遺 族 会 石　灰 昭　光 〃

高 岡 地 区 Ｂ Ｂ Ｓ 会 萩　原 隆　幸 〃

日本赤十字社富山県支部高岡市地区 髙　橋 正　樹 〃

高 岡 市 戦 没 者 慰 霊 会 髙　橋 正　樹 〃

 ふれあい福祉

　　  センター内

高 岡 市 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 連 盟 八　田 正　人
　子ども・
　子育て課

　

高 岡 市 保 育 士 会 金　山 祐　子 〃

高岡市放課後児童育成クラブ運営連絡協議会 井　林 　秀　文 〃

高 岡 市 地 域 活 動 ク ラ ブ 連 絡 協 議 会 六　瀬 栄巳子 〃

高 岡 市 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 西　森 絹　子 〃

高 岡 市 健 康 づ く り 推 進 協 議 会 藤　田 一 健康増進課

高 岡 市 母 子 保 健 推 進 員 協 議 会 石　灰 紀　子 〃

高 岡 市 ヘ ル ス ボ ラ ン テ ィ ア 協 議 会 中　尾 啓　子 〃

高 岡 市 食 生 活 改 善 推 進 協 議 会 皆　川 道　子 〃

高 岡 市 医 師 会 藤　田 一 〃

高 岡 市 歯 科 医 師 会 山　田 真　樹 〃

高 岡 市 環 境 保 健 衛 生 協 会 林 　　 信　義 本丸町7‐25 〃

高 岡 市 健 康 づ く り 推 進 懇 話 会 杉　森 利　二 本丸町7‐25 〃

本丸町7‐1
高岡市急患センター２F

本丸町7-25

下関町4-56

広小路7-50

広小路7-50

本丸町7-25

本丸町7-25

本丸町7-25

備考（所管課）

広小路7-50

広小路7-50

広小路7-50

広小路7-50

広小路7-50

広小路7-50

博労本町4-1

広小路7-50

立野2615
　立野保育所

広小路7-50

広小路7-50

広小路7-50

広小路7-50

〃

高齢介護課

博労本町4-1
　ふれあい福祉センター内

高 岡 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

高 岡 市 母 子 寡 婦 福 祉 会 央　子山　本

智　克小　山
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2.　福祉に関する各種年金・手当の概要

　 療育手帳 　　　　　そ　　の　　他
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所得制限あり　　20歳以上

特別児童扶養手当等の ○ ○ 常時介護が必要な在宅障がい児　20歳未満

支 給 に 関 す る 法 律 注 注 ※注：２級は一部、Ａは知能指数20以下　所得制限あり

特別障害者手当を受給できない者　　新規認定はなし

市 、 心 身 障 害 者 高岡市心身障害者福祉 ○

福 祉 年 金 年 金 条 例 注 除く　本人所得制限あり　　　※注：精神障害者保健福祉手帳１級

市、重度心身障害者等 高岡市重度心身障害者 上記福祉年金を受給できる者で、特別障害者手当受給者を除く
介 添 年 金 （ 障 害 ） 等 介 添 年 金 条 例 所得制限あり　　

在宅障がい児の親に支給

特別児童扶養手当等の ※注：４級は一部、BはＩＱ50以下　

支 給 に 関 す る 法 律 ○ ○ 内部疾患及び4級、Bの場合診断書の添付が必要
注 注 所得制限あり

月 額　 42,500円

（一部支給

42,490～10,030円)

市、重度心身障害者等 高岡市重度心身障害者
介 添 年 金 （ 老 人 ） 等 介 添 年 金 条 例

高岡市在宅認知症高齢

者介添手当 支給 要綱

国 民 年 金 法 満65歳に達した受給資格期間を満たしている者

（期間により減額あり）

M44.4.1以前に生まれた者で、他の公的年金を受給できない者

（一部併給あり）

老 齢 福 祉 年 金

（一部停止） （全額停止もあり）

○

要介護３以上で認知症高齢者として市の認定を受けた者を介護している者

要介護4以上で寝たきり老人として市の認定を受けた者を介護している者

○

国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満
に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表による
障害の状態にある者

○

○

○

○

○

Ａ

特別児童扶養手当2級

年 額　 25,000円

年 額　 30,000円

○ ○ ○

○ ○

○

年 額　313,600円

老 齢 福 祉 年 金

老 齢 基 礎 年 金

障 害 基 礎 年 金 2 級 年 額　781,700円

年 額　781,700円

年 額　400,500円

障 害 基 礎 年 金 1 級 年 額　977,125円

月　額　52,500円

月　額　34,970円

障 害 児 福 祉 手 当

児 童 扶 養 手 当 児 童 扶 養 手 当 法

在 宅 認 知 症 高 齢 者
介 添 手 当

年 額　 30,000円

年 額　 30,000円

月 額　 27,350円

月 額　 14,880円

月 額　 14,880円

特別児童扶養手当1級

福祉手当（経過措置）

　　  法 令 等 根 拠     名　　　　　　称

特 別 障 害 者 手 当

　　　　身体障害者手帳

　　金　　　　額

1級 2級 3級 4級

○

　
担
　
　
当
　
　
課

　　　　　　　　備　　　　　　　　　　　　考　（対象者等）

Ｂ 両
親
の
な
い
世
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知

症

高

齢

者

母

子

世

帯

父

子

世

帯

寝

た

き

り

高

齢

者

精

神

障

が

い

者

高

齢

介

護

課

保

険

年

金

課

○

社

会

福

祉

課

○ ○ ○

上記年金受給者で配偶者及び扶養義務者の所得により減額される者

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○○

○

○

○

子
ど
も
・
子
育
て
課

常時特別な介護が必要な（重度障がいが重複している等）在宅障がい者　  　　　　　　　

S.61.3.31において20歳以上の旧福祉手当受給者で障害基礎年金や

障害基礎年金又はそれ以上の額の公的年金受給者・施設入所者を

父もしくは母が障がい者又はひとり親世帯で18歳に達する日以後の最
初の3月31日まで（政令で定める程度の障がいの状態にある児童は20歳
未満）の児童を養育する世帯　　所得制限あり

○
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（令和２年４月１日現在）

　　　　　　　　　又は２級 月　34,970円 　障害児福祉手当　  月 14,880円

市、心身障害者福祉年金　　　　　　　　　 年　25,000円

　身障手帳２級 月　52,500円

　　　　　　　　　又は２級 月　34,970円

20 歳 未 満

　療育手帳Ａ 市、重度心身障害者等介添年金 年　30,000円 　障害児福祉手当 月　14,880円

特別児童扶養手当１級 年　52,500円

　療育手帳Ｂ 市、心身障害者福祉年金 年　25,000円 　一部の方に

　身障手帳２級 市、心身障害者福祉年金 年　25,000円

20 歳 以 上 父親が障がいで18歳に達する日以後の最初の 　児童扶養手当　　　　 月　42,910円

　身障手帳３級 市、心身障害者福祉年金 年　25,000円 3月31日までの児童を養育している

　特別障害者手当を受給されている方は、

　療育手帳Ｂ 市、心身障害者福祉年金 年　25,000円 　市、重度心身障害者等介添年金（障害）　

　を受給することはできません。

精神障害者保健
福祉手帳１級

市、心身障害者福祉年金 年　25,000円

　精神障害者

寝たきり高齢者 　市、重度心身障害者等介添年金 年　30,000円

認知症高齢者 　市、在宅認知症高齢者介添手当 年　30,000円

常時特別の介護が必要な状態 　特別障害者手当　 月　27,350円
市、重度心身障害者等介添年金 年　30,000円

　身障手帳１級
市、重度心身障害者等介添年金 年　30,000円

市、心身障害者福祉年金 年　25,000円
　療育手帳Ａ

父　子　世　帯

　特別児童扶養手当２級   月　34,970円 母　子　世　帯

両親のいない世帯

市、心身障害者福祉年金 年　25,000円

　  特別児童扶養手当２級
　身障手帳４級   一部の方に

　（診断書必要） 月　34,970円

知能指数20以下市、心身障害者福祉年金 年　25,000円

常時介護が必要な状態特別児童扶養手当１級　　　　　　　　　　  月　52,500円

特別児童扶養手当１級　　　　　　　　　　　　　　　

市、心身障害者福祉年金 年　25,000円
　身障手帳３級

特別児童扶養手当２級（診断書必要） 月　34,970円

市、心身障害者福祉年金　　　　　　　　 　年　25,000円

市、重度心身障害者等介添年金　　　　　年　30,000円
　身障手帳１級

188



３．高岡市医療費公費助成制度の概要（その１）
　　　　　　(令和2年4月1日現在）

　　制　　　度　　　名 対　　象　　年　　齢　　及　　び　　内　　容

　　　　　0 1　　　5　　6 　　　 　9 40 60 65  (歳) 

乳児0～1歳未満  〔交付する書類〕
　　　　　0歳～ 1歳未満  ・　医療費受給資格証（ピンク色）

・保険給付内の全疾病 　医 療 費 高額療養費内で助成 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕 ※県外での医療費は償還払
・実施年月日　　昭和48年7月1日 　控 除 額           １　健康保険証

　所得制限 平成20年10月から所得制限導入、平成29年10月から所得制限撤廃  
　受給期間 出生の日から1歳に達する日の属する月の末日

１歳～満6歳の3月末日  〔交付する書類〕
・保険給付内の全疾病 　医 療 費 高額療養費内で助成 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕  ・　医療費受給資格証（ピンク色）
・実施年月日 　控 除 額 　　　　　１　健康保険証
　　　入院　　平成13年1月1日 　所得制限 平成20年10月から所得制限導入、平成29年10月から所得制限撤廃
      通院　　平成13年4月1日 　受給期間 1歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に
　　　 達する日以後の最初の3月31日まで

満6歳の4月1日～満15歳の3月末日
　 　医 療 費 高額療養費内で助成 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕

　控 除 額 　　　　　１　健康保険証
　・保険給付内の全疾病 　所得制限 平成20年10月から所得制限導入、平成29年10月から所得制限撤廃
　・実施年月日  平成20年10月１日 　受給期間 6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日

以後の最初の3月31日まで

保険給付内の妊娠高血圧症候群・ 　医 療 費 高額療養費内で助成 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕  〔交付する書類〕
糖尿病・貧血・産科出血・心疾患・ 　控 除 額 　　　　　１　健康保険証  ・　医療費受給資格証（黄色）
切迫早産にり患した妊産婦 　所得制限 平成20年10月から所得制限導入 　　　　　２　母子手帳　　  ※県外での医療費は償還払

　受給期間 　　　　　３　妊産婦医療費受給資格登録（変更）申請書
　　　　  　　(医療機関が証明書発行）

ひとり親家庭の満18歳の3月末日ま  〔交付する書類〕
での児童（ただし満１歳未満の児童 1歳～ 　　 18歳の3月末日まで  ・　ひとり親家庭等医療費受給資
は除く）とその父、母及び父母のい 　 　格証(緑色）
ない同上の児童とその養育者 　医 療 費 高額療養費内で助成 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕  ※県外での医療費は償還払

　控 除 額 　　　　　１　健康保険証
・保険給付内の全疾病 　所得制限 平成20年10月から所得制限導入 　　　　　２　印鑑

　受給期間 　　　　　３　戸籍謄本
　　　　　４　住民票
　　　　　※　その他必要なものがある場合があります

18歳未満の身体に障がいや病気があ  〔交付する書類〕
る児童、又は現在の疾病を放置してお 　　　　　0歳～ 　　 18歳まで 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕  １　自立支援医療(育成医療)支給
くと将来障がいに至ると認められる児童 　医 療 費 高額療養費内で自己負担額を除く額 　　　　　１　自立支援医療費（育成）支給認定申請書 　　 認定通知書

 社会生活を総合的に支 　所得制限 市民税額（所得割）により制限あり 　　　　　２　育成医療意見書及び診断書  ２　自立支援医療受給者証
 援するための法律 　受給期間 育成医療の認定を受けた日から認定 　　　　　３　健康保険証 　　 （育成医療）

の終了する日まで 　　　　　４　印鑑

身体障がい者で日常生活や職業生活  〔交付する書類〕
をしていく上に必要な障がいの軽減 　　 18歳以上 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕  １　自立支援医療（更生医療）支給
や、回復のための医療を要する者 　医 療 費 高額療養費内で自己負担額を除く額 　　　　　１　自立支援医療費（更生）支給認定申請書 　　 認定通知書
（18歳以上の身体障害者手帳所持者） 　所得制限 市民税額（所得割）により制限あり 　　　　　２　更生医療意見書及び診断書  ２　自立支援医療受給者証

 援するための法律 　受給期間 更生医療の認定を受けた日から認定 　　　　　３　身体障害者手帳 　　 （更生医療）
の終了する日まで 　　　　　４　健康保険証

　　　　　５　印鑑

（ 更 生 医 療 ）
自 立 支 援 医 療

他法による公費負担額や保険者等からの附加給付額

申請が受理された月の初日から出産月の翌月の末日　　　 　

申請が受理された日から対象児童が18歳の3月末日に達するまで

　　・　根　拠　法　令

妊 産 婦 医 療

 社会生活を総合的に支

こども医療
・市条例

乳児

幼児

児童

    12   15     18  20

自 立 支 援 医 療
（ 育 成 医 療 ）

・障害者の日常生活及び

他法による公費負担額や保険者等からの附加給付額

 ※高岡市、氷見市、砺波市、
小矢部市、射水市、南砺市以
外での医療費は償還払

・障害者の日常生活及び

他法による公費負担額や保険者等からの附加給付額      ・市条例

ひ と り 親家庭等医療

　　　対象者及び助成対象疾病

他法による公費負担額や保険者等からの附加給付額

他法による公費負担額や保険者等からの附加給付額

　　　　　　備　　　　　考

      ・市条例
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（その2）

　　制　　　度　　　名 対　　象　　年　　齢　　及　　び　　内　　容

　　　　　0 　　　 1 10 　　　20 　　　　40 60 65  　　70(歳) 

重度心身障害者等医療 年齢　0～65歳未満  〔交付する書類〕
　　　　（重　度） 身体障害者手帳1～2級  １　重度心身障害者等医療費

療育手帳Ａ 　　　高額療養費内で全額助成 　　受給資格証（青色）
・市条例 　　所得制限 　　　世帯の前年分合計所得金額が1,000万円未満の者に限る  ※県外での医療費は療養費払
         （県補助要綱） ・保険給付内の全疾病 　　受給期間 　　　申請月の初日から65歳の誕生日の前日（毎年所得調査後更新）

　  〔申請手続きに必要なもの〕
　　　　１　健康保険証　　　　　３　身体障害者手帳又は療育手帳
　　　  ２　印鑑　　　　　　　　 　

年齢　65～70歳未満  〔交付する書類〕
身体障害者手帳４～６級 　　医療助成費  １　重度心身障害者等医療費
ただし、４級については下記の者 　　　　　未満 　　 受給資格証（黄色）
を除く  ※県外での医療費は療養費払
　１．音声、言語機能障害 　　所得制限 　　　世帯の前年分合計所得金額が1,000万円未満の者に限る 　３　身体障害者手帳又は療育手帳　
　２．両下肢の全ての指を欠く 　　受給期間 　　　申請月の初日から70歳の誕生日の属する月の末日　　　 　　　 　　

重度心身障害者等医療 　３．一下肢を下腿1/2以上欠く 　　　（誕生日が月の初日であるときは、その日の属する   　        
　　　　（軽　度） 　４．一下肢の機能の著しい障害 　　　　月の前月の末日）まで　　

病気、老衰その他の理由により長期 　　　（毎年所得調査後更新）
・市条例 にわたって床についている者で市長
         （県補助要綱） が認定した者

療育手帳B

 ・保険給付内の全疾病

年齢　65歳以上
身体障害者手帳１～2級（重度）、 　　　65歳以上  〔交付する書類〕

重度心身障害者等医療 3級（中度）、 　　医療助成費 　　　高齢者医療確保法による一部負担金を払い戻し（振込）  １　一部負担金還付該当者証
　　　　（重度 ・中度） 4級の一部（中度） 　　　但し、中度障害者で現役並み所得者（3割負担）にあっては

　１．音声、言語機能障害 　　　保険診療総額の1割を除いた額 　　　　　〔申請手続きに必要なもの〕
・市条例 　２．両下肢の全ての指を欠く 　   　※一部負担金　　　所得に応じて医療費の1割又は3割　　 　　　　　１　後期高齢者医療の保険証
        （県補助要綱） 　３．一下肢を下腿1/2以上欠く 　　　　　２　印鑑
・高齢者医療確保法 　４．一下肢の機能の著しい障害 　　所得制限 　　　 世帯の前年分合計所得金額が1,000万円未満 　　　　　３　身体障害者手帳若しくは療育手帳又は精神

療育手帳A（重度） 　　　の者に限る 　　　　　　　障害者保健福祉手帳（国民年金法等による
国民年金法等による障害年金1級（重度）、 　　受給期間 　　　申請日から（毎年所得調査後更新） 　　　　　　　障害年金１、２級受給者は障害年金証書）
 2級（中度） 　　　　　４　本人名義の通帳
精神障害者保健福祉手帳1級（重度）、
2級（中度）
・保険給付内の全疾病

自 立 支 援 医 療 通院による精神医療を継続的に必要 　　医療費              原則として1割自己負担
　　　　（精神通院医療） とする者 　　所得制限 　　　世帯の所得に応じて、ひと月当りの負担に上限額を設定

　　給付内容 　　　治療に要した医療費の一部等  〔交付する書類〕

　　一部負担金 　　　こども医療費受給資格のない方は、世帯の所得税に応じて一部負担金が発生します。 ・養育医療券

身体の発達が未熟なままで生まれ、指
定医療機関の医師が入院治療を必要と
認めた乳児（0歳児）

養　　育　　医　　療

  援するための法律

・障害者の日常生活及び
  社会生活を総合的に支

　　　の属する月の翌月以後に医療給付を受けた者が負担する　 １　健康保険証
　　　額を除いた額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ２　印鑑

　　　　　　備　　　　　考
　　・　根　拠　法　令

　　　対象者及び助成対象疾病

　　　高額療養費内で医療保険各法に基づき70歳に達する日　　〔申請手続きに必要なもの〕

　　　　65歳未満

65歳～70歳

0歳～

1
9
0


